
  
令和８年１月６日 

総合政策局総務課 

 

「社会資本整備重点計画（案）」「交通政策基本計画（案）」に係る答申を 

金子大臣に手交します 

～ 社会資本整備と交通政策の羅針盤となる計画案のとりまとめ ～ 

 

○ 令和７年度末までを計画期間とする社会資本整備重点計画と交通政策基本計画につい

て、人口減少による地域社会の変化や、加速度的に進行するインフラの老朽化、自然災害

の激甚化・頻発化等の社会・経済情勢の変化に対応するため、両計画の見直しに向けて、

社会資本整備審議会計画部会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会において、議論

が進められてきました。 

○ 今般、新たな社会資本整備重点計画（案）及び交通政策基本計画(案)に関する計画案が

とりまとめられましたので、以下の通り、社会資本整備審議会長及び交通政策審議会長か

ら金子大臣に手交します。 

 

１．日 時：１月８日（木）１３：１０～１３：２５ 

２．場 所：中央合同庁舎３号館 ４階 大臣室 

       （東京都千代田区霞が関２－１－３） 

３．参加者：安永 竜夫 社会資本整備審議会会長、橋本 英二 交通政策審議会会長 

４．取材等について： 

○報道関係者に限り、カメラ撮りが可能です。 

○事前の登録が必要ですので、１月７日（水）１２時までに Forms よりご連絡ください。 

https://forms.office.com/r/QhJt7w86yA 

○当日は、４階エレベーターホールに１３時までにご参集ください。 

 

                    

 

【問い合わせ先】 

＜手交式に関すること＞ 

総合政策局 総務課 清水、須田 

（代表）03-5253-8111（内線 24-102、24-133）、（直通）03-5253-8254 

＜社会資本整備重点計画（案）に関すること＞ 

総合政策局 社会資本整備政策課 岡田 

（代表）03-5253-8111（内線 24-208）、（直通）03-5253-8982 

＜交通政策基本計画（案）に関すること＞ 

総合政策局 交通政策課 大槻 

（代表）03-5253-8111（内線 54-703）、（直通）03-5253-8274 

国土交通省では、「社会資本整備重点計画」及び「交通政策基本計画」について、

社会資本整備審議会計画部会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会において、

令和６年４月より７回の審議を重ねてまいりました。今般、計画案がとりまとめら

れ、計画部会より社会資本整備審議会および交通政策審議会に計画案が報告されま

したので、本答申について、金子国土交通大臣に手交します。 


